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「歯科医院の医療安全管理体制確保に関する Q＆A集(令和５年度作成)」のお知らせ 

「歯科医院の医療安全管理体制確保に関する Q＆A 集」が 大阪府ホームページにて公表されました。

安全安心な歯科医療提供体制の推進に、ぜひとも本手引きをご活用ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/hanokenkou/manual.html 

 
厚生年金保険及び健康保険にお

いては、会社員の配偶者等で一定

の収入がない方は、被扶養者（第３

号被保険者）として、社会保険料の

負担が発生しません。こうした方の

収入が増加して一定の収入を超え

ると、社会保険料の負担が発生し、

その分手取り収入が減少するた

め、これを回避する目的で就業調

整する方がいらっしゃいます。その

収入基準（年収換算で 106 万円や 

130 万円）がいわゆる「年収の壁」

と呼ばれています。 

年収の壁とは 

年収の壁・支援パッケージとは、人手不足への対応が急務となる中で、パートタイムやアルバイトといった短時間労

働者が社会保険料の支払いに負担を感じる「年収の壁」を意識せずに、多様に働ける環境づくりを支援するために打

ち出されたものです。 

 「１０６万円の壁」への対応 

★企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】 

→労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業 

を後押しするコースの新設 

★社会保険適用促進手当 

→事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当

額を上限として社会保険料の算定対象としません。 

 

 

「１３０万円の壁」への対応 


